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文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

登
録
無
形
文
化
財

一

無
形
文
化
財
の
登
録
等

１

文
部
科
学
大
臣
は
、
重
要
無
形
文
化
財
以
外
の
無
形
文
化
財
の
う
ち
、
そ
の
文
化
財
と
し
て
の
価
値
に
鑑
み
保
存
及

び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
文
化
財
登
録
原
簿
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
関
係
）

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
１
の
登
録
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
登
録
を
す
る
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体

を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
七
第
三
項
関
係
）

二

登
録
無
形
文
化
財
の
登
録
の
抹
消

文
部
科
学
大
臣
は
、
登
録
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
、
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し
た
と
き
等
は
、
そ
の
登
録
を
抹
消
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
関
係
）

三

保
持
者
の
氏
名
変
更
等

登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
が
氏
名
若
し
く
は
住
所
を
変
更
し
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
等
は
、
保
持
者
又
は
そ
の
相
続
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人
は
、
そ
の
事
由
の
生
じ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
届
出

を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
過
料
を
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
九
及
び
第
二
百
三
条
第
二
号
関
係
）

四

登
録
無
形
文
化
財
の
保
存

文
化
庁
長
官
は
、
登
録
無
形
文
化
財
の
保
存
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
自

ら
記
録
の
作
成
、
伝
承
者
の
養
成
等
の
適
当
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
国
は
、
保
持
者
、
保
持
団
体
又

は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
そ
の
保
存
に
当
た
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
保
持
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
そ
の
保
存
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
十
第
一
項
関
係
）

五

登
録
無
形
文
化
財
の
公
開

文
化
庁
長
官
は
、
登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
に
対
し
て
は
登
録
無
形
文
化
財
の
公
開
に
関
し
て
、
登

録
無
形
文
化
財
の
記
録
の
所
有
者
に
対
し
て
は
そ
の
記
録
の
公
開
に
関
し
て
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
国
は
、
そ
の
公
開
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
十
一
関
係
）
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六

登
録
無
形
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言

文
化
庁
長
官
は
、
登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
等
に
対
し
、
登
録
無
形
文
化
財
の
保
存
の
た
め
必
要
な
指
導
又
は
助
言

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
十
二
関
係
）

七

登
録
無
形
文
化
財
保
存
活
用
計
画
の
認
定

１

登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
等
は
、
登
録
無
形
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
登
録
無
形
文
化

財
保
存
活
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
文
化
庁
長
官
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
十
三
第
一
項
関
係
）

２

登
録
無
形
文
化
財
保
存
活
用
計
画
に
は
、
当
該
登
録
無
形
文
化
財
の
名
称
、
当
該
登
録
無
形
文
化
財
の
保
存
及
び
活

用
の
た
め
に
行
う
具
体
的
な
措
置
の
内
容
、
計
画
期
間
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
の
十
三
第
二
項
関
係
）

３

文
化
庁
長
官
は
、
１
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
登
録
無
形
文
化
財
保
存
活
用
計
画
の
実
施
が
当
該
登
録
無
形
文
化
財

の
保
存
及
び
活
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
第
七
十
六
条
の
十
三
第
三
項
関
係
）

第
二

登
録
無
形
民
俗
文
化
財

一

無
形
の
民
俗
文
化
財
の
登
録

文
部
科
学
大
臣
は
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
以
外
の
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
う
ち
、
そ
の
文
化
財
と
し
て
の
価
値
に
鑑

み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
文
化
財
登
録
原
簿
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
五
第
一
項
関
係
）

二

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
登
録
の
抹
消

文
部
科
学
大
臣
は
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
し
た
と
き
等
は
、
そ
の
登
録

を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
関
係
）

三

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存

文
化
庁
長
官
は
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
に

つ
い
て
自
ら
記
録
の
作
成
、
伝
承
者
の
養
成
等
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の

他
そ
の
保
存
に
当
た
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
保
存
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
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保
存
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
七
第
一
項
関
係
）

四

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
記
録
の
公
開

文
化
庁
長
官
は
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
記
録
の
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
記
録
の
公
開
に
関
し
て
必
要
な
指
導
又
は

助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
記
録
の
所
有
者
が
そ
の
記
録
を
公
開
す
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
公
開
に
要

す
る
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
八
関
係
）

五

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言

文
化
庁
長
官
は
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
の
た
め

必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
九
関
係
）

六

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
保
存
活
用
計
画
の
認
定

１

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
地
方
公
共
団
体
等
は
、
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
計
画
（

以
下
「
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
保
存
活
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
文
化
庁
長
官
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
十
第
一
項
関
係
）

２

登
録
無
形
民
俗
文
化
財
保
存
活
用
計
画
に
は
、
当
該
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
名
称
、
当
該
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
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の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
に
行
う
具
体
的
な
措
置
の
内
容
、
計
画
期
間
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
条
の
十
第
二
項
関
係
）

３

文
化
庁
長
官
は
、
１
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
保
存
活
用
計
画
の
実
施
が
当
該
登
録
無
形
民

俗
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
九
十
条
の
十
第
三
項
関
係
）

第
三

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
文
化
財
の
登
録

一

地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
存
す
る
文
化
財
の
登
録

地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重
要
文
化
財
等
以
外
の
文
化
財
で
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域

に
存
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
文
化
財
と
し
て
の
価
値
に
鑑
み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も

の
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
文
化
財
に
関
す
る
登
録
簿
に
登
録
し
て
、
そ
の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
八
十
二
条
第
三
項
関
係
）

二

一
に
係
る
登
録
を
し
た
文
化
財
の
登
録
の
提
案
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都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
一
に
係
る
登
録
を
し
た
文
化
財
で
あ
っ
て
文
化
財
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
当
該
文
化
財
を
文
化
財
登
録
原
簿

に
登
録
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


